
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人大山菊治、同本田熊一の上告趣意第一点及び弁護人本田熊一の追加上告趣

意第一点について。

　記録を精査しても、所論被告人の自白が、所論のように強制にもとずくものであ

ることはみとめられない。論旨は理由がない。

　弁護人本田熊一の追加上告趣意第二点について。

　刑訴応急措置法一二条一項の規定は、憲法三七条に違反するものでないこと、従

つて、被告人に反対尋問の機会を与えないで収り調べた証人の供述を録取した書類

を証拠とすることも、必ずしも常に違憲とはいえないことは、既に当裁判所の判例

とするところであつて、今これを変更する必要をみとめない。（昭和二三年（れ）

八三三号同二四年五月一八日、最高裁判所大法廷判決）論旨は採用することはでき

ない。

　右各上告趣意のその余の論旨はいずれも事実誤認の主張であつて上告の適法な理

由とならない。その他本件において刑訴四一一条を適用すべきかともみとめられな

い。

　よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

　この判決は裁判官全員一致の意見である。

　　昭和二六年一一月一六日

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　栗　　　山　　　　　　　茂

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　小　　　谷　　　勝　　　重

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　藤　　　田　　　八　　　郎

- 1 -



　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　谷　　　村　　　唯　一　郎

- 2 -


